
事 業 主

宅地開発事業についての相談

指導要綱適用 適用しない

庁内調整（各課からの意見聴取）

事業者に回答同意できない
旨の通知

事業者からの報告受領

宅地開発事業事前協議済通知

都市計画法第２９条許可申請

都市計画法第32条の協議・
協定締結・同意

宅地開発事業事前協議申出書の提出

関係各課と調整
設計条件等の精査・擦り合わせ

許 可

工事着手届

工事完了届

検 査

検査済証

完了公告

■宅地開発事業手続きフロー

他法令等の手続きを
実施し、開発事業に着手

各課との調整が
完了するまで実施

事業者から各課に
協議し、回答に対
する対応策の検討

※町を通じて県へ申請手続き

開発区域が・・・

①1.0ha未満→成田土木事務所

②1.0ha以上→県都市計画課

への許可手続きとなる。

○都市計画法第２９条許可申請
による手続きについては、県様
式により着手届、完了届を提出
し、町要綱の様式は不要とする。
（要綱第7条、第10条）
○町要綱に基づく検査について
は、都市計画法第２９条許可申
請による場合は県と調整して合
同で実施する。


